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１ 
 

【兵庫県立嬉野台生涯教育センターの設置及び管理に関する条例】 

昭和54年３月14日条例第18号 

改正 

昭和55年３月26日条例第16号 

昭和56年３月11日条例第７号 

昭和59年３月28日条例第５号 

昭和62年３月14日条例第５号 

平成５年３月29日条例第５号 

平成16年３月26日条例第７号 

平成18年２月９日条例第１号 

平成18年９月28日条例第53号 

平成21年３月23日条例第４号 

平成22年３月19日条例第６号 

平成26年３月20日条例第８号 

平成28年３月23日条例第12号 

平成29年３月23日条例第７号 

平成31年３月19日条例第５号 

令和４年３月31日条例第７号 

兵庫県立嬉野台生涯教育センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

兵庫県立嬉野台生涯教育センターの設置及び管理に関する条例 

（設置） 

第１条 県民の自主的学習活動を促進し、あわせて県民の教養文化の高揚と健康の増進を図るため、

兵庫県立嬉野台生涯教育センター（以下「センター」という。）を置く。 

（位置） 

第２条 センターの位置は、加東市下久米とする。 

（業務） 

第３条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

(１) 社会教育を行う者の研修及び社会教育関係団体の指導者等の研修を行うこと。 

(２) 社会教育及び学校教育に関する講座を開設し、及び講習会、展示会等を開催し、並びにこ
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れらのために施設を利用させること。 

(３) 文化、スポーツ及びレクリエーションに関する行事等を開催し、並びにこれらのために施

設を利用させること。 

(４) 生涯教育に関する調査研究を行い、及び情報資料を収集し、並びにこれらを提供すること。 

(５) 郷土資料及び美術品を収集し、及び展示し、並びに図書及び視聴覚教材を整備し、並びに

これらを利用させること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務 

（利用の許可） 

第４条 別表に掲げるセンターの施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければ

ならない。 

（利用の許可の取消し） 

第５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可の全部又は一

部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により前条の許可を受けたとき。 

(２) センターの設置の目的又は前条の規定により許可を受けた利用の目的以外の目的にセンタ

ーの施設を利用し、又は利用しようとするとき。 

(３) センターの施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。 

(４) センターの管理者の指示に従わないとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。 

（原状回復の義務等） 

第６条 センターの施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失

し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならな

い。 

（管理） 

第７条 教育委員会は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、セン

ターの管理を指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせる。 

（利用料金） 

第８条 第４条の規定により別表に掲げるセンターの施設の利用の許可を受けた者は、当該施設の

利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納めなければならない。 

２ 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。 
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３ 利用料金の額は、別表に定める基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た

額までの範囲内の額で、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。ただし、利

便施設について、公募に付して、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者に

利用させる場合にあっては、その者の申込みに係る価格に相当する額とする。 

４ 指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又

は返還することができる。 

（補則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、教育委員会規則で

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行

する。（昭和54年６月規則第77号で、同54年７月１日から施行） 

（兵庫県立嬉野公民研修所の設置及び管理に関する条例の廃止） 

２ 兵庫県立嬉野公民研修所の設置及び管理に関する条例（昭和38年兵庫県条例第42号）は、廃止

する。 

（兵庫県立青年の家の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

３ 兵庫県立青年の家の設置及び管理に関する条例（昭和38年兵庫県条例第43号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の表中 

 

を 

 

に改める。 

第５条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条第１項中「使用しよう」を「利用しよう」

に改め、「別表（」の右に「兵庫県立嬉野台生涯教育センター青年の家にあつては兵庫県立嬉野

台生涯教育センターの設置及び管理に関する条例（昭和54年兵庫県条例第18号）別表、」を加え、
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「あつては、」を「あつては」に改める。 

附 則（昭和55年３月26日条例第16号） 

この条例は、公布の日から起算して６箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。（昭和55年５月規則第56号で、別表中体育館の款に係る部分については、同55年５月15日から

施行）（昭和55年６月規則第67号で、別表中体験工作棟及びキャンプ場の款に係る部分については、

同55年６月10日から施行）（昭和55年８月規則第78号で、別表中体育館、体験工作棟及びキャンプ

場の款以外の款に係る部分については、同55年８月１日から施行） 

附 則（昭和56年３月11日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和56年４月１日から施行する。ただし、別表中成人宿泊棟の款、体験学習棟の

款実験室の項、スポーツ広場の款及びテニスコートの款に係る部分の改正規定は、同年３月26日

から施行する。 

（経過措置） 

２ 昭和56年４月１日前に改正前の兵庫県立嬉野台生涯教育センターの設置及び管理に関する条例

第５条の規定により利用の許可を受けた者に係る使用料の額については、改正後の兵庫県立嬉野

台生涯教育センターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和59年３月28日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和59年４月１日から施行する。ただし、第22条の規定は、同年５月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ 昭和59年４月１日前に兵庫県立大学（附属幼稚園を除く。以下同じ。）に在学している者（聴

講生及び研究生を除く。以下同じ。）の授業料の額については、第２条の規定による改正後の兵

庫県立学校授業料等徴収条例（以下「改正後の授業料等徴収条例」という。）の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

３ 昭和59年４月１日以後において、兵庫県立大学に転学、編入学又は再入学をした者の授業料の

額については、改正後の授業料等徴収条例の規定にかかわらず、当該者の属する学年に在学して

いる者に係る額と同額とする。 

４ 昭和59年４月１日前に第３条から第10条まで、第12条及び第13条、第15条から第21条まで並び

に第23条から第26条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき利用の許可を受け
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た者に係る使用料の額については、第３条から第10条まで、第12条及び第13条、第15条から第21

条まで並びに第23条から第26条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

５ 昭和59年４月１日前に兵庫県玉津福祉センターの特別病室に入室した者に係る室料の額につい

ては、第11条の規定による改正後の兵庫県玉津福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

６ 昭和59年４月１日前に第27条の規定による改正前の警察手数料条例の規定に基づき交付の申請

をしている者に係る自動車保管場所手数料の額については、第27条の規定による改正後の警察手

数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和62年３月14日条例第５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和62年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

５ 施行日前に第３条から第11条まで及び第14条から第29条までの規定による改正前のそれぞれの

条例の規定に基づき利用の許可を受けた者に係る使用料の額については、第３条から第11条まで

及び第14条から第29条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

附 則（平成５年３月29日条例第５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

５ 施行日前に第５条から第10条まで、第13条、第15条から第18条まで及び第21条から第33条まで

の規定による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき利用の許可を受けた者に係る使用料の額に

ついては、第５条から第10条まで、第13条、第15条から第18条まで及び第21条から第33条までの

規定による改正後のそれぞれの条例の規定（中略）兵庫県立嬉野台生涯教育センターの設置及び

管理に関する条例別表体育館の款に係る部分を除く。）にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成16年３月26日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成18年２月９日条例第１号） 



6 

 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(１) （略） 

(２) （前略）第11条から第13条まで（中略）の規定（中略） 平成18年３月20日 

(３) （略） 

附 則（平成18年９月28日条例第53号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年３月23日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に第３条の規定による廃止前の兵庫県立青年の家の設置及び管理に関す

る条例又は兵庫県立婦人研修館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、第２条の規定による改正後の兵庫県立嬉野台生涯教育センターの設置及び管理に

関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成22年３月19日条例第６号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(１)・(２) （略） 

(３) （前略）第６条の規定（中略） 規則で定める日（平成24年３月規則第17号で、同24年４

月１日から施行） 

(４)～(８) （略） 

附 則（平成26年３月20日条例第８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成28年３月23日条例第12号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成29年３月23日条例第７号抄） 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月19日条例第５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(１)～(４) （略） 

(５) 第１条中使用料及び手数料徴収条例別表第１、別表第２並びに別表第４の15の部、36の部、

58の部(５)の款、64の２の部備考(１)、65の部備考３(１)並びに66の部備考１(１)及び備考３

(１)の改正規定並びに第２条、第４条から第15条まで、第17条から第45条まで及び第47条から

第55条までの規定 平成31年10月１日 

附 則（令和４年３月31日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。（後略） 

別表（第４条、第８条関係） 

区分 

基準額 

備考 

開館時

刻から

12時ま

で 

13時か

ら17時

まで 

18時か

ら閉館

時刻ま

で 

開館時

刻から

17時ま

で 

13時か

ら閉館

時刻ま

で 

開館時

刻から

閉館時

刻まで 

本館・

学習交

流棟 

第１研修室 円 円 円 円 円 円 

 1,900 2,400 2,400 4,300 4,800 6,700 

第２研修室 900 1,100 1,100 2,000 2,200 3,100 

第３研修室 600 800 800 1,400 1,600 2,200 

第４研修室 1,000 1,300 1,300 2,300 2,600 3,600 

第５研修室 800 1,000 1,000 1,800 2,000 2,800 

第６研修室 500 650 650 1,150 1,300 1,800 

和室会議室 900 1,300 1,300 2,200 2,600 3,500 

陶芸室 900 1,100 1,100 2,000 2,200 3,100 

染色室 900 1,100 1,100 2,000 2,200 3,100 
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木彫・木工室 800 1,000 1,000 1,800 2,000 2,800 

音楽室 600 700 700 1,300 1,400 2,000 

手芸室 500 600 600 1,100 1,200 1,700 

講堂 4,700 6,400 6,400 11,100 12,800 17,500 

視聴覚室 1,000 1,400 1,400 2,400 2,800 3,800 

展示コーナー 800 1,000 1,000 1,800 2,000 2,800 

成人宿

泊棟 

和室集会室 300 500 500 800 1,000 1,300 

和室会議室 300 500 500 800 1,000 1,300 

青少年宿泊研修棟

（１棟につき） 

300 500 500 800 1,000 1,300１ 小学校の児童

（これに準ずる

学校の児童を含

む。以下同

じ。）又は中学

校若しくは高等

学校の生徒（こ

れらに準ずる学

校の生徒を含

む。以下同

じ。）が利用す

る場合は、左欄

に掲げるそれぞ

れの額の２分の

１の額とする。 

２ 大体育館の基

準額について

は、その面積の

２分の１以下の

面積を利用する

場合は、左欄に

体育館 大体育館 2,200 3,100 3,100 5,300 6,200 8,400

小体育館 800 1,100 1,100 1,900 2,200 3,000

体験学

習棟 

実験室 1,500 2,000 2,000 3,500 4,000 5,500

工作室 1,200 1,700 1,700 2,900 3,400 4,600
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掲げるそれぞれ

の額の２分の１

の額とする。 

成人宿泊棟 １人１泊につき 1,900円 １ 「１泊」と

は、17時から翌

日の９時までの

利用をいう。 

２ 浴室及び便所

を設置した宿泊

室に宿泊する場

合は、左欄に掲

げる額に200円を

加算した額とす

る。 

青少年

宿泊研

修棟 

団体で利用す

るとき。 

１棟１泊につき 9,800円 １ 小学校の児童

若しくは中学校

若しくは高等学

校の生徒又はそ

の引率者が青少

年宿泊研修棟を

団体で利用する

場合は、１棟１

泊につき4,900円

とする。 

２ 小学校の児童

若しくは中学校

若しくは高等学

校の生徒又はそ

の引率者が青少

個人で利用す

るとき。 

１人１泊につき 450円 

リーダー管理宿泊棟 １人１泊につき 1,100円 
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年宿泊研修棟を

個人で利用する

場合は、１人１

泊につき150円と

する。 

３ 「団体」と

は、30人以上の

場合をいう。 

４ 「１泊」と

は、小学校の児

童若しくは中学

校若しくは高等

学校の生徒又は

その引率者が宿

泊する場合は、

13時から翌日の

12時までの利用

をいい、その他

の者が宿泊する

場合は、17時か

ら翌日の９時ま

での利用をい

う。 

スポーツ広場 １時間につき 450円 １ 小学校の児童

又は中学校若し

くは高等学校の

生徒が利用する

場合は、左欄に

掲げるそれぞれ

テニスコート １面１時間につき 400円 

キャン

プ場 

宿泊

をす

る場

合 

備付け

のキャ

ンプ用

具を利

１人１泊につき 150円 
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用する

とき。 

の額の２分の１

の額とする。 

２ 「１泊」と

は、17時から翌

日の９時までの

利用をいう。 

３ ４の場合を除

き、１により算

出した基準額の

額に50円未満の

端数が生じたと

きはその端数を

切り捨て、50円

以上100円未満の

端数が生じたと

きはその端数を

50円とする。 

４ １により算出

した基準額の額

が50円未満の場

合で、10円未満

の端数が生じた

ときは、その端

数を切り捨て

る。 

備付け

のキャ

ンプ用

具を利

用しな

いと

き。 

１人１泊につき 100円 

宿泊

をし

ない

場合 

備付け

のキャ

ンプ用

具を利

１人８時間につき 100円  
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２ 

用する

とき。 

備付け

のキャ

ンプ用

具を利

用しな

いと

き。 

１人８時間につき 50円  

利便施設 使用料及び手数料徴収条例（平成12年兵庫県条例第

12号）別表第１建物使用料の款専用使用の項の規定

の例により算定した額 

 

附属設備 別に教育委員会規則で定める額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【兵庫県立嬉野台生涯教育センターの管理に関する規則】 

昭和54年６月29日教育委員会規則第13号 

改正 

昭和55年３月28日教育委員会規則第11号 
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昭和58年４月１日教育委員会規則第９号 

昭和62年４月１日教育委員会規則第８号 

平成４年10月26日教育委員会規則第19号 

平成21年３月31日教育委員会規則第８号 

平成23年３月29日教育委員会規則第８号 

平成24年３月16日教育委員会規則第４号 

令和４年３月31日教育委員会規則第８号 

兵庫県立嬉野台生涯教育センター及び兵庫県立婦人研修館の管理に関する規則をここに公布する。 

兵庫県立嬉野台生涯教育センターの管理に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、兵庫県立嬉野台生涯教育センターの設置及び管理に関する条例（昭和54年兵

庫県条例第18号。以下「条例」という。）第９条及び公の施設の指定管理者の指定等に関する条

例（平成16年兵庫県条例第２号）第４条の規定に基づき、兵庫県立嬉野台生涯教育センター（以

下「センター」という。）の管理に関して必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第２条 センターの開館時間は、９時から21時までとする。ただし、20時以降は、入館させないも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間を変更するこ

とができる。 

（休館日） 

第３条 センターの休館日は、12月30日から翌年の１月２日までの日とする。 

２ 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の

休館日を定めることができる。 

（利用の許可の申請等） 

第４条 条例第４条の規定により、センターの施設を利用しようとする者は、兵庫県立嬉野台生涯

教育センター利用許可申請書（様式第１号）又は兵庫県立嬉野台生涯教育センター利便施設事業

申請書（様式第２号）（以下これらを「利用許可申請書」という。）を教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

２ 兵庫県立嬉野台生涯教育センター利便施設事業申請書には、利便施設の利用計画を記載した図

面その他教育委員会が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。 
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（利用の許可） 

第５条 教育委員会は、前条の利用許可申請書を受理した場合において、利用の許可を決定したと

きは、兵庫県立嬉野台生涯教育センター利用許可書を当該申請をした者に交付するものとする。 

（利用の許可の基準等） 

第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第４条の許可をしな

いものとし、その理由を付して当該申請をした者に文書で不許可の通知をするものとする。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(２) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。 

(３) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。 

２ 前条の場合において、教育委員会は、センターの管理上必要があるときは、当該許可に条件を

付することができる。 

（附属設備の利用料金の基準額） 

第７条 条例別表の規定により、別に教育委員会規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。 

（規制） 

第８条 センターに入場した者は、センターの秩序の維持並びに施設及び設備の管理上必要な指示

に従わなければならない。 

（管理） 

第９条 条例及びこの規則に基づく教育委員会の権限のうち、条例第８条第３項本文及び第４項並

びに次条の規定に基づく権限以外の権限は、条例第７条に規定する指定管理者（以下「指定管理

者」という。）が行うものとする。 

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、指定管理者が教育

委員会の承認を受けて定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和54年７月１日から施行する。 

（兵庫県立嬉野公民研修所規則の廃止） 

２ 兵庫県立嬉野公民研修所規則（昭和36年兵庫県教育委員会規則第15号）は、廃止する。 

（兵庫県立青年の家規則の一部改正） 
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３ 兵庫県立青年の家規則（昭和37年兵庫県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第４条中第２項「兵庫県立嬉野公民研修所青年の家」を「兵庫県立嬉野台生涯教育センター青

年の家」に、「兵庫県立嬉野公民研修所規則（昭和36年兵庫県教育委員会規則第15号）別記様式

の使用申込書を所長に提出し」を「兵庫県立嬉野台生涯教育センター及び兵庫県立婦人研修館の

管理に関する規則（昭和54年兵庫県教育委員会規則第13号）様式第１号の兵庫県立嬉野台生涯教

育センター利用許可申請書を」に改め、「所長又は」を削り、同項後段を削る。 

（兵庫県教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

４ 兵庫県教育委員会事務局組織規則（昭和41年兵庫県教育委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第12条第９号中「嬉野公民研修所」を「嬉野台生涯教育センター、婦人研修館」に改める。 

（視聴覚ライブラリー利用規則） 

５ 視聴覚ライブラリー利用規則（昭和45年兵庫県教育委員会規則第17号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表中「県立嬉野公民研修所内」を「県立嬉野台生涯教育センター内」に改める。 

第３条中「行なう」を「行う」に改める。 

第４条第１項及び第５条中「ライブラリーの所在する教育機関の長」を「教育委貝会」に改め

る。 

第６条第４号中「教育長が指示する」を「教育委員会が定める」に改める。 

附 則（昭和55年３月28日教育委員会規則第11号） 

この規則は、昭和55年４月１日から施行する。 

附 則（昭和58年４月１日教育委員会規則第９号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和62年４月１日教育委員会規則第８号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年10月26日教育委員会規則第19号） 

この規則は、平成４年11月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月31日教育委員会規則第８号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に第１条の規定による改正前の兵庫県立嬉野台生涯教育センター及び兵

庫県立婦人研修館の管理に関する規則又は第２条の規定による廃止前の兵庫県立青年の家規則の

規定によりなされた処分、手続その他行為は、第１条の規定による改正後の兵庫県立嬉野台生涯

教育センターの管理に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他行為とみなす。 

附 則（平成23年３月29日教育委員会規則第８号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月16日教育委員会規則第４号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日教育委員会規則第８号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

附属設備 

基準額 

９時から12

時まで 

13時から17

時まで 

18時から21

時まで 

９時から17

時まで 

13時から21

時まで 

９時から21

時まで 

冷暖房設備

（青少年宿

泊研修棟） 

宿泊をしな

い場合 200円 300円 200円 600円 600円 900円 

宿泊をする

場合 

１棟１泊につき 1,300円 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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３ 

【敷地内図】 
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４ 

【施設図】 
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５ 

【建物・工作物一覧】 

１ 建物 

所 在 地 名 称 
延床面積

（㎡） 
備 考 

加東市下久米依藤

野  

便所（８） 15.00 昭和 60 年 3 月 29 日 

八絋寮 55.49 昭和 57 年 2 月 9 日 

本館 2,713.74 昭和 54 年 5 月 2 日 

文化施設棟 1,249.62 昭和 55 年 7 月 5 日 

成人宿泊棟 1,083.69 昭和 56 年 3 月 15 日 

体育館棟 1,290.22 昭和 55 年 4 月 27 日 

リーダー管理棟 382.47 昭和 54 年 6 月 24 日 

青少年研修館食堂棟 519.34 昭和 56 年 3 月 15 日 

青少年宿泊棟 

（Ａ－１，Ａ－２） 
262.02 昭和 54 年 7 月 23 日 

宿泊研修棟 

（Ｂ－１，Ｂ－２） 
262.02 昭和 54 年 7 月 23 日 

宿泊研修棟（Ｃ－１） 131.01 昭和 55 年 4 月 27 日 

宿泊研修棟（Ｃ－２） 131.01 昭和 55 年 4 月 27 日 

宿泊研修棟（Ｄ－１） 131.01 昭和 55 年 4 月 27 日 

宿泊研修棟（Ｄ－２） 131.01 昭和 55 年 4 月 27 日 

宿泊研修棟（Ｅ－１） 131.01 昭和 55 年 4 月 27 日 

宿泊研修棟（Ｅ－２） 131.01 昭和 55 年 4 月 27 日 

体験学習棟 200.00 昭和 55 年 6 月 5 日 

創作実技棟 51.52 昭和 54 年 7 月 23 日 

スポーツ管理棟 250.96 昭和 56 年 3 月 15 日 

合併処理場 26.36 昭和 54 年 6 月 24 日 

車庫・ボンベ庫 46.40 昭和 54 年 7 月 23 日 

倉庫（体験学習） 9.00 昭和 56 年 3 月 24 日 

倉庫（清掃具） 6.21 昭和 57 年 3 月 28 日 

倉庫（灯油） 8.30 昭和 57 年 3 月 28 日 
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ボンベ庫（３） 6.82 昭和 56 年 3 月 14 日 

ボンベ庫（４） 3.72 昭和 56 年 3 月 14 日 

ボンベ庫（１） 2.07 昭和 54 年 6 月 24 日 

ボンベ庫（２） 0.88 昭和 55 年 6 月 5 日 

ポンプ室 6.06 昭和 56 年 3 月 24 日 

便所棟（１） 77.32 昭和 54 年 6 月 24 日 

便所棟（２） 81.16 昭和 55 年 4 月 27 日 

便所棟（３） 81.16 昭和 57 年 2 月 16 日 

倉庫（リネン） 50.72 昭和 62 年 3 月 31 日 

青少年浴室棟 51.62 平成元年 3 月 27 日 

便所棟（青少年の杜） 38.88 平成元年 9 月 25 日 

避難小屋（青少年の杜） 29.16 平成 2 年 3 月 30 日 

便所（７） 64.64 平成 28 年 3 月 18 日 

便所（４） 23.40 平成 28 年 3 月 18 日 

倉庫兼会議室 73.35 平成 28 年 3 月 18 日 

 

 

２ 工作物 

所 在 地 種 類 及 び 名 称 数 量 備 考 

加東市下久米依藤

野 

門（ﾚﾝｶﾞ積み門柱） １個 昭和 56 年 3 月 26 日取得 

門（ﾃﾆｽｺｰﾄﾌｪﾝｽ付随） ５個 昭和 56 年 3 月 24 日取得 

囲障（金網ﾌｪﾝｽ） 22.80ｍ 昭和 54 年 10 月 4 日取得 

囲障（金網ﾌｪﾝｽ） 50.00ｍ 昭和 56 年 3 月 16 日取得 

囲障（金網ﾌｪﾝｽ） 94.50ｍ 昭和 56 年 3 月 16 日取得 

囲障（ﾃﾆｽｺｰﾄ金網ﾌｪﾝｽ） 170.00ｍ 昭和 56 年 3 月 24 日取得 

囲障（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 126.00ｍ 昭和 57 年 2 月 16 日取得 

囲障（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 77.00ｍ 昭和 57 年 2 月 16 日取得 

囲障（金網ﾌｪﾝｽ） 140.00ｍ 昭和 58 年 3 月 31 日取得 

囲障（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） 51.00ｍ 昭和 56 年 3 月 16 日取得 

囲障（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） 74.00ｍ 昭和 56 年 3 月 16 日取得 

囲障（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） 140.00ｍ 昭和 56 年 3 月 16 日取得 
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給水設備 １個 昭和 54 年 5 月 2 日取得 

給水設備 １個 昭和 54 年 8 月 14 日取得 

給水設備 

（青少年の杜給水菅） 
１個 平成元年 6 月 30 日取得 

築庭（玉石積） １個 昭和 56 年 3 月 14 日取得 

築庭（丹波石庭） １個 昭和 56 年 3 月 24 日取得 

築庭（婦人の森） １個 昭和 57 年 4 月 20 日取得 

池井（ﾃﾆｽｺｰﾄ横） １個 昭和 56 年 3 月 16 日取得 

池井（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） １個 昭和 56 年 3 月 14 日取得 

池井（遊水池） １個 昭和 57 年 3 月 31 日取得 

池井（用水池） １個 昭和 57 年 12 月 25 日取得 

照明設備（外灯） １個 昭和 54 年 6 月 21 日取得 

照明設備（外灯） ２個 平成 14 年 3 月 29 日取得 

照明設備（ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ） １個 昭和 59 年 3 月 25 日取得 

ガス設備（亜鉛ﾒｯｷ鋼管） １個 昭和 54 年 5 月 2 日取得 

消火設備（屋内消火栓用

屋外配管一式） 
１個 昭和 55 年 4 月 27 日取得 

通信設備（配線） １個 昭和 54 年 5 月 2 日取得 

貯そう（防火水そう） １個 昭和 54 年 7 月 23 日取得 

貯そう（防火水そう） １個 昭和 54 年 6 月 24 日取得 

貯そう（貯油そう） １個 昭和 54 年 6 月 24 日取得 

貯そう（貯油そう） １個 昭和 56 年 3 月 13 日取得 

貯そう（尿留そう） １個 昭和 56 年 3 月 14 日取得 

かまど及び炉（炉） １個 昭和 56 年 3 月 24 日取得 

かまど及び炉（ｶﾏﾄﾞ） １個 昭和 57 年 2 月 16 日取得 

かまど及び炉（体験学習

棟東側高温耐熱焼却炉） 
１個 平成 8 年 3 月 25 日取得 

かまど及び炉（青少年宿

泊研修棟裏焼却炉） 
１個 昭和 54 年 7 月 23 日取得 

かまど及び炉 

（冒険の小川焼却炉） 
１個 昭和 59 年 6 月 1 日取得 

電気設備 

（ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、電線管） 
１個 昭和 54 年 5 月 2 日取得 

電気設備（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ） １個 昭和 54 年 6 月 24 日取得 

電気設備（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ） １個 昭和 55 年 4 月 27 日取得 
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電気設備（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ） １個 昭和 58 年 4 月 27 日取得 

電気設備 

（第一ｷｬﾝﾌﾟ場電源設備） 
１個 平成 3 年 3 月 30 日取得 

電気設備 

（青少年の杜電源設備） 
１個 平成 3 年 3 月 30 日取得 

国旗掲揚柱（ｱﾙﾐ製） １個 昭和 54 年 7 月 23 日取得 

国旗掲揚柱 

（ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ３本） 
１個 昭和 56 年 3 月 24 日取得 

国旗掲揚柱 

（ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ３本） 
１個 昭和 55 年 6 月 10 日取得 

国旗掲揚柱 

（ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ３本） 
１個 昭和 56 年 3 月 14 日取得 

国旗掲揚柱（ｱﾙﾐ柱） ２個 平成 3 年 3 月 28 日取得 

渡り廊下 

（洗面、足洗場つき） 
３個 昭和 55 年 6 月 5 日取得 

渡り廊下 

（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 
１個 昭和 56 年 3 月 14 日取得 

手足洗い場 

（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 
１個 昭和 56 年 3 月 14 日取得 

手足洗い場 

（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 
１個 昭和 56 年 3 月 24 日取得 

水飲み場 １個 昭和 57 年 12 月 25 日取得 

遊技設備 

（ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ遊具一式） 
１個 昭和 57 年 2 月 16 日取得 

記念碑（石造） １個 昭和 55 年 7 月 10 日所得 

記念碑 

（石造、黒ﾐｶｹﾞ石） 
１個 昭和 57 年 2 月 9 日取得 

諸標 

（案内標示板、木製） 
１個 昭和 54 年 7 月 23 日取得 

諸標 

（案内標示板、鉄骨造） 
１個 昭和 55 年 7 月 20 日所得 

諸標 

（防火水そう表示板） 
１個 昭和 54 年 7 月 23 日取得 

諸標（標識） １個 昭和 55 年 6 月 10 日取得 

諸標（標石） １個 昭和 56 年 11 月 17 日取得 

諸標（ﾃﾆｽｺｰﾄ案内板） １個 昭和 57 年 12 月 25 日取得 

諸標（冒険の道標識） １個 昭和 57 年 12 月 25 日取得 

諸標（思索の森案内板） １個 昭和 57 年 2 月 16 日取得 
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諸標（冒険の森案内板） １個 昭和 57 年 2 月 16 日取得 

諸標（案内板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製） １個 昭和 56 年 3 月 24 日取得 

諸標 鉄製 

（基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ） 
１個 昭和 55 年 7 月 20 日所得 

諸標 主要案内 

（大）、鋼板加工品 
１個 平成 18 年 3 月 31 日取得 

諸標 主要案内板

（中）、鋼板加工品 
５個 平成 18 年 3 月 31 日取得 

諸標 主要案内板

（小）、鋼板加工品 
１個 平成 18 年 3 月 31 日取得 

諸標 

（鉄骨枠４方、２箇所） 
２個 平成 18 年 11 月 5 日取得 

諸標 ﾄｲﾚ触知案内板 １個 平成 19 年 3 月 29 日取得 

雑工作物 

（花壇、ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 
２個 昭和 54 年 7 月 23 日取得 

雑工作物 

（花壇、ﾚﾝｶﾞ造） 
１個 昭和 54 年 6 月 30 日取得 

雑工作物（花壇） １個 昭和 57 年 3 月 28 日取得 

雑工作物（炊事場） １個 昭和 55 年 6 月 10 日取得 

雑工作物（ｺﾞﾐ捨て場、ｺﾝ

ｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製） 
１個 昭和 55 年 6 月 10 日取得 

雑工作物（ｺﾞﾐ捨て場、鉄

筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製） 
２個 昭和 56 年 3 月 14 日取得 

雑工作物（洗面場） １個 昭和 55 年 6 月 10 日取得 

雑工作物 

（ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 鋼製） 
１個 昭和 56 年 3 月 24 日取得 

雑工作物 

（ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 鋼製） 
１個 昭和 58 年 3 月 31 日取得 

雑工作物（藤棚） １個 昭和 56 年 3 月 24 日取得 

雑工作物 

（石卓及びﾍﾞﾝﾁ） 
１個 昭和 56 年 3 月 24 日取得 

雑工作物（ﾍﾞﾝﾁ 木製） １個 昭和 57 年 2 月 16 日取得 

雑工作物（ﾍﾞﾝﾁ 石造） １個 昭和 58 年 3 月 31 日取得 

雑工作物（ﾍﾞﾝﾁ 木製） １個 昭和 58 年 3 月 31 日取得 

雑工作物（小川） １個 昭和 57 年 3 月 31 日取得 

雑工作物 

（揚水設備一式） 
１個 昭和 57 年 3 月 31 日取得 
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雑工作物（体験工作場） １個 昭和 61 年 10 月 22 日取得 

雑工作物 

（青少年の杜炊事場） 
１個 平成元年 9 月 25 日取得 

雑工作物（鉄柱、屋根合

成樹脂塗装） 
１個 平成 3 年 3 月 28 日取得 

雑工作物 

（柱独立ｺﾝｸﾘ基礎） 
２個 平成 4 年 3 月 31 日取得 

雑工作物 

（第一ｷｬﾝﾌﾟ場避雷針） 
１個 平成 4 年 7 月 28 日取得 

雑工作物 

（鉄骨ｽﾚｰﾄ葺屋根） 
１個 平成 7 年 1 月 7 日取得 

雑工作物（ｽﾃﾝﾚｽ手摺） １個 平成 9 年 2 月 20 日取得 

雑工作物（ﾊﾞﾘｶｰ２箇所） ２個 平成 10 年 3 月 31 日取得 

雑工作物（ﾊﾞﾘｶｰ１箇所） １個 平成 27 年 3 月 31 日取得 

雑工作物 

（第一ｷｬﾝﾌﾟ場避雷針） 
１個 平成 18 年 3 月 26 日取得 

排水設備 

（排水設備一式） 
１個 昭和 54 年 5 月 2 日取得 

排水設備（排水設備、埋

設菅、入孔） 
１個 昭和 56 年 3 月 16 日取得 

排水設備（合成樹脂管、

暗渠） 
１個 平成 3 年 3 月 28 日取得 

浄化設備（処理浄化そ

う、100 人そう） 
１個 平成 2 年 3 月 24 日取得 

自転車置場 １個 平成元年 3 月 31 日取得 

体育設備 

（冒険教育用ｴﾚﾒﾝﾄ） 
１個 平成 15 年 6 月 17 日取得 
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６ 

【県有備品一覧表】 

(1)備品

品　　　　名 形　質　・　形　式 数　量

事務机 県規格片袖 18

事務机 県規格両袖 3

事務机 ウチダ　312 3

事務机 マネジメント MG-7GT 1

両袖机 NG-7GT 1

両袖机 LA 1

片袖机 ウチダ　5号外 4

デスク ライオン　LXD 29

脇机 県規格両袖用 1

脇机 県規格片袖用 4

脇机 ウチダ　 8

会議テーブル ホウトク　EB外 99

会議テーブル ライオン　FT外 4

会議テーブル チトセ　PT 1

ミーティングテーブル ライオン　LXD 1

システムテーブル ライオン　RT 1

テーブル ウチダ　ST31 4

座卓 天童　T 15

テーブル（座卓） モルパー　SL 1

カウンター 1

椅子 ウチダ　LW 1

回転椅子 ウチダ　311外 3

事務椅子 回転椅子　オカムラ 7

椅子 イトーキ　K 1

コンピューター専用椅子 オカムラ 1

チェアー ライオン　SC 29

ジャストチェアー TA 3

コアチェアー C 4

チェアー JA 2

会議用イス ライオン 18

会議用イス CK 2

ロビー用チェアー コクヨ　CN 3

ロビー用チェアー コクヨ　CN外 22

テーブル 天童　T外 11

肘無椅子 天童　T 2

椅子 オカムラ 11

テーブル オカムラ 6

ソファー アイチロータス外 25

テーブル アイチロータス 5

応接セット カリモク外 16

応接用センターテーブル カリモク 2

応接用肘椅子 カリモクUS 2

テーブル大 アイチRKT 1
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テーブル小 アイチRKT 4

背なしベンチ アイチロータス 1

背付ベンチ アイチロータス 7

サイドテーブル ライオンLT 1

応接アームチェアー F 4

テーブル W900×D450×H635 9

肘掛けいす 天童T 24

机（テーブル） ホウトク　丸テーブル 3

机（テーブル） ホウトク　角テーブル 3

椅子 ホウトク　ロン外 21

ベンチ 天童T外 8

小椅子 天童T 6

安楽椅子 天童T 47

サイドテーブル 天童T 29

座椅子 天童T 62

食堂テーブル（椅子付） アイチ４型 5

テーブル アイチVT 28

食堂テーブル（椅子付） アイチ８型 4

食堂テーブル（青少年） 34

食堂椅子 144

椅子　天童木工 6

ベンチ いこいのベンチ 83

閲覧用テーブル 5

閲覧用椅子 4

イスハイバック B-V 12

アングル棚 SE 5

スチール椅子 CR 3

講義卓 UW 1

OAテーブル 1

ラウンジチェアー ホウトクPG 30

ベンチクレーバー ホウトクRQ 3

テーブル ホウトクCQ 9

コーナーデスク ライオンLXD 3

ジョイントテーブル ライオンLXO 4

台形テーブル コクヨSG 1

ワーキングデスク S 1

講演台 ウチダ1-357-5165 1

演台 オカムラ4303AA-MC42 1

金庫 クマヒラHO-43B 1

耐火金庫 クマヒラコインセーフ外 22

耐火金庫 ウチダE-115 1

耐火金庫 エーコーCH-S 4

耐火金庫 エーコーCSG-80E 1

引き違い書庫 ウチダ3×6型 17

引き違い書庫 ウチダ3×4型 2
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ファイルマスター ウチダ307-1412 2

書庫 ウチダ300×7400 9

書庫 ウチダ300×7500 3

書庫 ウチダ両開き300×700 3

書庫 ウチダ300×7100 1

保管庫 コクヨS-Z360 1

保管庫 コクヨS-3605 1

木製書庫 NG-7GKT 1

書庫 1

トレーキャビネット ウチダ88 2

保管庫 コクヨS-D3305 1

壁面収納庫 ライオンオフィスユニット 3

保管庫 プラス81-759 1

オープン書庫 1

両開き書庫 LG-807AB 2

両開き書庫 T-12D 1

上置き両開き書庫 ウチダ 1

上置き両開き書庫 コクヨ 2

スモークトレーキャビネット HSTCF 1

カードケース 1

テープキャビネット TW-120 6

更衣ロッカー ウチダ302 14

ロッカー NG-7GT 1

ロッカー LK 3

コインロッカー クマヒラS-1685 24

プレゼンテーションワゴン PT-5590 1

パンフレット台 イトーキBB-24A 1

カタログスタンド ライオンCS 1

ショーケース SF-617 2

展示ケース 1

ショーケース ZHA-6152 2

斜面ガラスケース SF-517SL 1

物置 6

物置 MBN-30 2

物置 イナバMDN-160H 1

イナバ物置 MBX-105H 1

イナバ物置 MFW-105HBL 1

本棚木製ナラ 580×D900×H1500 1

書架 K36W 2

書架片面ガラス付き 1

書架 L1800 1

書棚 コクヨMG-7S 1

書架 コクヨBL31 1

スチール書架 ライオン619 1

収納棚 クロガネJB-K64 2
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 収納棚 クロガネJB-K66 3

スチール棚 60S 5D H1800 20

ボール棚 セノ-DW 1

スチール物品棚 コクヨSE 3

スチール物品棚 4

ラック 1

シェルビング SE 1

物品棚 1500×450×1800 1

物品棚 1800×450×2100 5

物品棚 1200×600×1800 3

軽量ラック 1800×1200×600 1

軽量ラック 1800×1200×450 1

軽量ラック 1800×1800×450 2

ボード棚 1300×900×450 3

飾棚 1

ボール入れかご 2

支柱整理台 1

ボールかご 2

サイドボード 1

ファイルワゴン 2

ファイルキャビネット 1

クリアキャビネット 1

マルチメディアラック RAC-266 1

レターケース コクヨLC-Y7外 2

レターケース B4TP 1

レターケース 木製W203 1

フロッピーケース 5FDT45 1

カードケース 1

ダストボックス ダイチDS 2

スモーキングスタンド ダイチSK 1

スモーキングスタンド ヤマザキYS 14

スモーキングスタンド NS301 5

掃除用器具庫 トーヨーダスコット 3

掃除用器具ロッカー コーヨー 5

掃除用具ロッカー NO45VNプラス 9

クリーンロッカー コクヨCLK 2

クリーンロッカー イトーキHLC 1

ゴミ収集庫 ダストパーキングDP 1

審判台（バレー用） 2

フラワーボックス ウチダ18型 2

プラントボックス コクヨチークPX 3

電話台 ダイチMM-10S 1

電話台 オカムラ4316ZZ 1

電話台 コクヨTT 4

電話台 コクトTA 2
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 プランター（こころ豊かな兵庫） 2

フラワーBOX FB-131 5

電話ブース TT-125WN 1

プラントスタンド #127 1

プランター トーシンAB 8

プランター トーシンDS 8

ふみ台 ウチダ256 2

二段はしご アルミ5㍍ 1

脚立 コクヨSP 1

脚立 タミツステープ 1

脚立 アルミG42㍍ 1

脚立 アルミG74㍍ 1

脚立 1

組立ブロック 1

園芸用三脚 1

点字テプラ SR6700D 1

電動裁断機 ホリゾンPC-39 1

シュレッダー ID-431PCF 1

電動せん孔機 リヒト電動パンチNO2001AASIX 1

せん孔機 ライオンEM500 1

裁断機 ライオン214N 1

電動パウチ ウチダW25 2

サイバーショットP1 ソニーDSC-P1 1

デジタルカメラ オリンパスカメディアSP510VZ 2

エディティングコントローラー AG-A750 1

タイトラー VW-KT300 1

AVミキサー WJMX12 1

防犯カメラシステム CCTV 1

ビデオカメラ ソニーDCR-PC 1

ビデオデッキ NV-SV120 1

DVDレコーダー ビクターDRM×3 1

ICレコーダー サンヨーICR-S300RM 1

パソコン NEC Mate Pc-MY26XR2 1

プリンター エプソンLP-8100 1

プリンター PM4000PX 1

プリンター ゼロックスDP205 1

プリンター エプソンSC-T5450 1

プリンターサーバー LPV2TI 1

プリンターサーバー LPV2USB-TX1 1

DVDマルチドライブ 2

MOドライブ MO-CH1300U2 1

ハ-ドディスク LHD-PBH8 1

ハ-ドディスク HDH-VE 1

Adobe Creative Suite(ｿﾌﾄ) 1

DVコンバーター ADVC 1
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 Procoder2.0ｱｶﾃﾞﾐｯｸ 1

ネットワークHDD TS5410DN 1

教育win creative suite premium2.3 1

増設メモリｰ DR4001G 1

自転車 シキシマ 1

車椅子 カワムラKR5 3

一輪車 4

ワゴン オカムラサービスワゴン 2

手押運搬車 コクヨTK-10N 2

キャリアー アイチNS型外 6

マット運搬車 　 2

兵庫県人事関係法令集 1

スクリーン ウチダC型 1

スクリーン チーク練付 3000×1600×70 1

間仕切 ライオンナックSⅡ 1

ジャストパネル S-1506C 1

インテリアスクリーン G1409 2

インテリアスクリーン W1409 1

クロスパネル PC-2111 2

クロスパネル PC-2112 2

インテリアスクリーン G1409 2

インテリアスクリーン W1409 1

食堂利用黒板 1

掲示板 2

行事案内板 アイチART 1

回転黒板 コクヨBB 1

壁掛黒板 コクヨBB外 2

行事予定黒板 ウチダ436 1

掲示板 1800×900 1

掲示板 900×650 1

ビデオプール案内板 アクリル板 1

黒板 移動式 4

展示パネル 1800×1200 30

統計表示磐 コクヨPB-119 1

「駐車場利用者へ」 特注アルミ900×1200 2

案内板 ライオンGP-1外 3

展示パネル プラス153ｰ648外 26

展示パネル用ポール プラス153ｰ664 25

静電気吸着ボード プラスF-101 1

脚付両面ホワイトボード 1

ポスターケース 1

油絵額 6号 26

油絵額 横長 1

油絵額 20号 1

金屏風 1750×60×⑥ 1
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 貫名菘翁筆五字 「一十百千寿」 1

魚村 「牛窓風景」 1

花瓶京ﾀﾞﾙﾏ地紋 落し付22号 1

ブラインド 1920×1620 4

ブラインド 970×1620 2

日米ブラインド 2150×1700×T35 3

日米ブラインド 1750×1700×T35 2

日米ブラインド 900×1700×T35 2

日米ブラインド 1800×1700×T35 2

日米ブラインド 1860×1700×T35 2

日米ブラインド 950×1700×T35 1

ケースメント 1000×1400×300 6

ケースメント 4800×2500 3

ケースメント 4600×2500 1

舞台用ホリゾント幕 1

暗幕（照明室） 1100×2100 2

暗幕 1000×2100 10

暗幕 4450×1600 1

暗幕 4450×1500 1

宿泊棟窓カーテン 6

ブラインド 4430×2500 4

ブラインド 1300×1350 1

ブラインド 2950×2500 1

ブラインド 870×1900 5

暗幕 10巾5000×2530 1

暗幕 10巾5000×2550 3

暗幕 3巾1100×1900 6

暗幕 10巾5000×2500 3

シルキーブラインド 870×1900 3

暗幕 5.5巾3000×3120 12

暗幕 6.5巾3500×3120 8

暗幕 2巾1000×3120 2

かんたんテント KA/8WA 6

かんたんテント KA/7W 1

かんたんテント KA/8W 1

フロアーシート ﾅｲﾛﾝﾀｰﾎﾟﾘﾝ185×33㍍ 15

フロアーシート 185×20㍍ 3

掛時計 セイコー 6

ソーラー時計（壁掛） 屋外防雨型 1

地上デジタル放送対応テレビ ソニー22V型　KDL-22CX400 38

地上デジタル放送対応テレビ ソニー32V型　KDL-32EX300 2

プラズマディスプレイ及びテレビ 1

テーブルスタンド ヤマギワSF-191 13

照明器具 LB-16800 2

スタンド SA522 2
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 スタンド ヒカリAT 4

ダスカート　　 ヤマザキ 4

洗濯機 ナショナルNA-F50 6

店舗用掃除機 ナショナルMC-G100 3

掃除機 1

掃除機 MC-G330-S 1

高圧洗浄機 丸山製作所MSW1511-S 1

マガジンラック ウチダ314-7010 1

コートハンガー ウチダ357-2002 1

コートハンガー 8202ZB･G35 1

刊行物等スタンド コクヨZR-DH3 1

新聞掛スタンド コクヨDH-ZR4 1

新聞掛 PH-Z6 1

宿泊棟下駄箱 12

傘立 コクヨUS-S30 12

傘立 ウチダ357-3004 1

傘立 ウチダ357-3002 1

シューズボックス コクヨSX-64 2

シューズボックス SB093VN 2

シューズロッカー 3

シューズロッカー 5-847-0252 2

下駄箱 コクヨSX-L64 1

下駄箱 N0609N 1

二連はしご アルミ製 1

床 日立フリーアクセスフロアー 1

パンフレットスタンド コクヨZR-PS 8

パンフレットスタンド PRT053-250K 1

ガス立体炊飯器 GF-633-150 1

自動ガス炊飯器 KLG-150 1

炊飯器 ナショナルIHジャーSR-IHWBIS 5

給茶器 コクヨティボトルTB4 1

給湯器 RUA-24G 1

湯沸器（給茶器） ハーマン 2

湯沸器（給茶器） 1

ガスオーブン電子レンジ 3

冷蔵庫 ナショナルNR-70P 1

冷凍冷蔵庫 845×800×1785 1

ウォータークーラー 三菱WP-520 1

冷蔵庫 ナショナルNR-FZ10 1

冷蔵庫 ホシザキHR-120P 1

冷蔵庫 ナショナルNR-P40VPIW 1

冷蔵庫 NR-C373M-S 1

冷蔵庫 NR-B22-T1-H 2

冷蔵庫 NR-B141J-S 1

冷蔵庫 NR-B142J-S 1
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 冷蔵庫 SJ-23TMW 1

冷蔵庫 NR-C376MR 1

脇台 750×1500×800 1

調理台 750×1500×800 3

ダストテーブル 750×1500×800 1

流し台 1

食器洗浄機 JMD-5C 1

作業台 750×1150×800 1

水圧洗米機 22㎏-1回 1

ピーラー 10㎏･1φ100V･200W 1

合成調理器 スタンド型1φ100V･400W 1

ガスフライヤー 990×600×800 1

レンジ シャープFA602 1

ガスレンジ 1

ガステーブルコンロ台 750×1500×800 1

食器消毒保管庫 450×1800×1800 1

食器消毒保管庫 2

食器棚 オカムラ4695ZZ 1

吊戸棚 　 1

ビジネスキッチン コクヨBKW11 1

ビジネスキッチン 318-0230 1

ビジネスキッチン プラス21-502 1

ビジネスキッチン プラス64-025 1

ビジネスキッチン 1

食器乾燥機 東芝VD-45KF 2

洗米機 RVO-38  SUGICO 1

セミダブルベッド フランスベッドホテルタイプ 2

シングルベッド フランスベッドホテルタイプ 10

折りたたみベッド 10

寝具一式 25

ベッド 2

ベッド用マット 4

ベビーベッド プラス244-015 1

冷暖房エアコン ナシナルCS-AG25F 1

ルームエアコン シャープZK22R 1

空冷パッケージエアコン 日立RPK-GP80RGHJI 4

空調機 1

石油ストーブ サンデンKM-214FE 1

石油ストーブ サンデンKM-213SE 3

石油ストーブ サンデンKM-214TM 1

石油ストーブ トヨストーブHS-23A-10N 4

石油ストーブ トヨトミKF17DX 2

石油ストーブ トヨストーブKS-62B 2

業務用石油ストーブ ダイニチFM-194F 4

扇風機 ナショナルF-K351P-H 3
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扇風機 ナショナルF-K401P-H 3

消火器 ABC10型 92

消火器 ABC20型 13

避難はしご 金属製5段 1

安全ガード 石油ストーブ用SGL 10

マージャン牌 任天堂・特重・黒 5

マージャン牌 任天堂・新象牙・黒 2

将棋盤 足付合成40号 3

碁盤 足付合成40号 3

身長計 1

体重計 1

座高計 1

肺活量計 1

握力計 3

背筋力計 1

立体前屈測定器 1

上体反らし測定器 1

ベッド ウチダ保健用530-1105 1

ベッド ウチダUS-111 4

診察台 コクヨHP-DI 1

人口蘇生機セット 2

AED フィリップスハートスタートHS１ 3

仕上げサンダ 5

チエンソー PM310 2

チエンソー ゼノアG410V-18L 1

チエンソー ゼノアG3500EZ 1

チエンソー ゼノアG5000P 1

ヘッドトリマー ゼノアHT600pro 2

芝刈機 オーレックオートモアAM61B 1

刈払機 丸山MB220HU 1

タンカ 2

タンカ アルミパイプ製9号　 2

カヤック（カヌー） キィウイⅡ 13

ゴムボート アキレスEZ5-942 5

カヤック ベルカディア、サンダンス9.5 1

カヌー用ラック 2
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(2)庁舎備付設備機器
品　　　　名 形　質　・　形　式 数　量

身障者用スロープ 1
携帯用無線機 　 2
放送装置一式 日本通信小野特機㈱ 1
    スピーカー WS-100
    スタンド WN100
    AVコンソール WU-L85
ワイヤレスマイク ナショナルWX410A 1
ワイヤレスマイク ナショナルWX1500 1
ワイヤレスアンプ ナショナルWX20SC 1
ワイヤレスアンプ パナソニックWX-PW1 1
ポータブルワイヤレスアンプ パナソニックWX-PW82 2
音声認識ワイヤレスマイク WX-1510  300MHz 2
スピーチ用マイクロホン WX-4100 12
ボーカル用マイクロフォン WX-4200 4
タイピン用マイクロホン WX-4300 8
放送装置一式 パナソニック 1
　　ダブルカセットデッキ RS-TR4750
    CDプレーヤー SL-PG460
　　システムラック WL-R01
ワイヤレスマイクロホン WX-4100 2
ワイヤレスマイク WX4212B 1
冷暖房装置 サンヨーパッケージ 1
壁掛扇風機 ナショナルF-30Y 10
屋内消火栓ホース 40～15㍍ 2
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(3) 教育訓練機器
品　　　　名 形　質　・　形　式 数　量

OAデスク 1
OAデスク（プリンター用） 1
OAデスク セキスイF-7580 1
OAデスク ウチダ242-5810 10
OAデスク（平机タイプ） FT-90 10
折りたたみ机 アイチMT-7MLB 4
受付机 アイチMT-7ML-B 1
机 コトブキSD-25Z 25
机 アイチ２人用 14
机 アイチ３人用 7
机 丸棚付、折りたたみ 69
会議テーブル 3822ZA 1
机 折りたたみ机 2
テーブル SF-W1845M 6
テーブル SF-W1545M 2
テーブル SF-W45CM 4
レセプションテーブル S-180HR 8
演題 別注チーク練付1200×700×950 1
教卓 アンプVIR 1
カラー教材提示卓 WE-500c 1
教卓 アイチS-3 1
教卓 1
講演台 プラスMW-130 2
テーブル（座卓） 1800×450 10
テーブル（座卓） ライオンST184 3
椅子 木製角椅子 48
OAチエアー 2
OAチエアー 4
コクヨ回転椅子 GR-GP20D 20
折りたたみ椅子 アイチFC-1400G 572
椅子 アイチコンファーS 86
椅子 ステンレス脚 207
閲覧机 コクヨBT-15-10 2
工作椅子 7388-670 24
両開き書庫 ウチダ3×6型 1
保管庫 引戸ガラス 7
戸棚 6
データーファイル保管庫 DF63GN 2
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データーファイル保管庫 DF63SIV 2
データーファイル保管庫 DF560N 1
ファイリングキャビネット リヒトNO728 1
薬品戸棚 1800×500×1800 2
工具戸棚 1800×600×1800 2
クリヤーケースキャビネット CN-B310F 1
保管庫（中型） 1
書架 ウチダ327-0017 3
木製書架 2連6段BA-6 2
直立書架片面用 プラスTJ-A26K 1
スチール棚 1800×875×450 8
スチール棚 1800×1800×450 1
磁気テープ保管庫 T4G 2
実験台 1300×900×800 4
粘土練台 1000×1000×670 3
作業台 1500×1000 6
木金土机 6
分解台（作業台） 6
工作台 ヤガミ733尺630 4
花台 450×450×750 1
カラーテレビ台26 2
ビデオ台 TR用M-120L 1
OA本体スタンド 1
OAプリンタースタンド 1
OHP用格納式映写台 1
映写台 エレベーター式 1
アルミ脚立 1200×2400 2
データーバインダーワゴン DW3 1
スライドプロジェクター コダックAF2 1

オーバーヘッドプロジェクター エルモHP2600 1
16ミリ映写機 エルモ16CLMO 2
8ミリ映写機 エルモBT180 1
オートスライド映写機 1
OHPスクリーン スタンド式K-183 2
スライド一式 ファミリーキャビン 1
OHP プラスCX-100 1
ビデオプロジェクター サンヨー2P-2000 1
液晶プロジェクター サンヨーLP-XU 1
映画フイルム 1111
ビデオデッキ ナショナル 1
DVDプレーヤー NV-VP32-S 5
フイルム巻返器 1
プリンター キャノンBJ-F6600 1
ソーテックCRTP17GNKIA 1
マイクロソフトWood2000 1
マイクロソフトPowerPoint2000 1
I.Oデーターメモリ FJ-SDIM-100-64MW 8
メモリLANカード LPC3-CLX 8
エレコムマウス M-WUCSVD 8
エレコムスピーカー MS-44 12
エレコムスイッチングハブ LD-SWO33D 1
移動式黒板 ウチダ436-1236 2
移動式黒板 1800×900 1
黒板 900×1200 1
ホワイトボード 3×6型 1
ホワイトボード 3×4型 2
集合用テント H5 3
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集合用テント BタイプH2 1
毛せん 5帖 1
カラーテレビ ナショナルTH-2610XE 4
モニターテレビ 1
テレビ シャープ29CFU-50 1
ステレオ ヤマハYP-D5 1
ミシン 電動ポータブルジャガー528号 2
ミシン 1
アイロン スチームアイロンN1-660SF 2
アイロン ナショナルN1-A551 8
調理台 3
セイロ 1.5升、30㌢ 5
うす 2升つき 5
ミキサー ナショナルMX-V35 10
発電機 デンタEX400 1
発電機スペアタンク 1
発電機 FG1500 1
発電機 SX600R 1
レクチャーアンプ 1
ハンドマイク 東芝TM-11W 1
スピーカー ナショナルWS-927 4
アンプ内蔵スピーカー シャープAN-S100 1
ポータブルワイヤレスアンプ SRP-A802S 1
ポータブルワイヤレスアンプ SRP-A802D 1
CS放送受信機及びアンテナ 1
メガホン WG370 1
カラオケ装置一式 1
CDグラフィックカラオケ ビクターKX-G70 1
カセットデッキ RS-BX501-K 1
MDデッキ ソニーMDS-S500 1
マイクロホンスタンド 1
ブーム型マイクスタンド ナショナルWN-611 2
ビデオライト ビクターVL-P20 3
スポットライト ウチダDH-50KS 1
双眼鏡 GB-507S 2
天体望遠鏡 アストロAS-62R 6
天体望遠鏡 カスタムSOM-AL 1
双眼鏡 7倍50㍉ 1
双眼鏡 8～24倍50㍉ 1
上皿はかり 大和製4㌔ 1
ウーキングメジャー 1
湿度計一式 熱電対付UP-3 1
茶道具一式 1
ダーツ アシックス 4
ジスクグライダー 11
グラインダー 1
刃物研ぎ機 2
電気カンナ マキタ 3
七宝炉 ロペット、ワイドB型 1
七宝炉 1
組立かまど 4
置かまど 5
七宝焼炉 ピクチャー2S 1
七宝焼炉 ロペット、ワイドO型 1
陶芸窯 マルニOSA-04A 2
陶芸窯 シッポOCB-41B 1
土練機 1
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電気ドリル 13
トーチランプ ガス式 2
両口六丁組　メガネレンチ ヒット 3
丸のこ 5
電動木工具セット マキタMDB10-115 6
糸ノコ 8
チェンブロック 1.5㌧ 2
チェンブロック 1㌧ 5
チェンブロック 0.5㌧ 1
インパクトドライバー 2
蒸器 TN-1 1
電動ロクロ NOS-1 1
審判用プロテクター BYA-405 2
卓球台 折りたたみ式 6
卓球防球フェンス スクリーン 10
バスケットゴール ギャラリー取付折りたたみ式 1
バレーボール支柱 高低調節ピン式 2
バドミントン支柱 差込式 3
テニス支柱 室内抜差式 1
防球ネット 中央用 2
硬式テニスネット ヤノ 2
防球ネット 卓球用 5
テニスネット 3
ペタンク 1
壁面固定式バスケット台 2
バスケット台ミニ引掛式 1
囲碁ボール 3
フットサルゴール 2
跳箱 小6段 2
跳箱 大8段 2
踏切板 ロイター板 2
マット 900×1800×600 4
マット 1200×300×600 4
ポール旗立てセット 1
平均台 2
ストレッチングベンチ 1
ストップウォッチ 1
ストップウォッチ セイコーTYJ016 1
得点板 バレー、バスケット兼用 2
綱引きロープ 45㍍ 1
グランド地均し 9-15-1 1
浮き台わたりの木製台 1
ムカデウォーク 2
みんなのっかれの木製台 1
ピアノ ヤマハC7 1
ピアノ ヤマハU1-A 1
電気オルガン ヤマハSE-200 1
アコーディオン ヤマハYA-80 1
ポータブルキーボード ヤマハPSR-300 1
デジタルピアノ ヤマハYDP-88 1
譜面台 ウイットナー製 5
譜面台 MS-400K 1
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(4) 重要物品
品　　　　名 形　質　・　形　式 数　量

トレーラーハウス 軽量鉄骨亜鉛ﾒｯｷ銅板ｴﾝﾎﾞｽ鉄板0.27㎜塩ﾋﾞ合板0.25㎜ 1
ブロンズ像（粧い） 彫刻（寸法等身大） 1
絵画 日本画（御堂月明）150号 1
絵画 日本画（鐘楼）50号 1
絵画 抽象画（無題）200号 1

(5) 準重要物品
品　　　　名 形　質　・　形　式 数　量

原動機付自転車 スズキ JBH-CA45A 加東市か2289 1
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７ 

【令和４年度スタッフ配置状況】 

役職 職員数 主な業務 

所長 １名(正規１) 施設運営の統括 

次長 １名(OB１) 施設運営の統括・調整 

管理課長 １名(正規１) 
課事務の総括、職員の身分取扱、

施設事務全般の調整 

課長 

(生涯学習企画調整担当) 
１名(OB１) 担当事務の総括・調整 

課長 

(多世代学習・地域づくり

担当) 

１名(正規１) 担当事務の総括・調整 

主任生涯学習 

専門員 
１名(正規１) 

生涯学習指導者の育成に関する業

務、生涯学習の場の提供 

生涯学習専門員 
６名 

(正規２、OB４) 

生涯学習指導者の育成に関する業

務、生涯学習の場の提供、生涯学

習ネットワークの推進業務、事業

の企画・調整 

主事 ２名(正規２) 

施設の管理運営全般、庶務、会計

経理、給与等、利用受付案内、予

約管理 

管理事務員 
４名 

（嘱託２、日々雇用２) 

施設・設備の管理(小修繕等)、財

産・備品の維持管理、利用受付案

内、予約管理 

事務員 
１名 

（日々雇用１） 

うれしの友の会にかかる諸事務、

生涯学習ネットワークの推進事業 

庁舎管理事務員 
６名 

(嘱託６) 

夜間における利用受付案内、その

他庶務に関する業務 

計 

２５名 

(正規８、OB６、 

嘱託８、日々雇用３) 
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８ 

【管理経費等実績額調（令和２～４年度）】 

 

                                 （単位：千円） 

区分 
光熱水費 

通信費 ＨＰ運営費 
電気代 ガス代 水道代 

令和２年度 5,697 83 2,049 889 0 

令和３年度 6,073 86 1,604 890 0 

令和４年度 11,323 155 2,048 1,019 0 
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９ 

【令和４年度修繕料の明細表】          （単位：千円） 

内   容 金   額 

ワイヤレスマイク修理 16,170 

本館コンセント 2 箇所修理（電圧測定） 8,976 

成人宿泊棟 105 号室洗面器排水修繕 28,600 

成人宿泊棟バリアフリートイレ便器修繕工事 137,500 

刈払機・草刈機修理 25,080 

成人宿泊棟 215 号室エアコン水漏れ修繕 4,000 

成人宿泊棟加圧給水ポンプ修繕 63,900 

循環ポンプ漏水修理 38,500 

成人食堂厨房蛍光灯安定器取替 16,500 

陶芸窯用温度計熱電対修理 8,800 

電気室電灯盤動力盤設備更新 2,497,000 

非常用放送設備更新 1,881,000 

チェーンソー修理 38,764 

リーダー管理棟給水送水管他修繕 462,000 

合計 5,226,790 

 

※令和５年度において、指定管理者公募化に向けた大規模修繕（設備更新等）を実施中。 
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10 

【利用人数実績（令和２～４年度）】                 （単位：人） 
無
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11 

【利用料金収入実績・稼働率（令和２～４年度】 

 

１ 令和２年度 

区 分 
使用料収入 

(円) 

稼働件数 

 ａ 

利用件数 

ｂ 

稼働率 

ｂ／ａ＊100 

成人宿泊棟 650,900 9,386 315 3.4% 

青少年宿泊棟 234,200 3,610 64 1.8% 

リーダー棟 33,700 3,610 27 0.7% 

第１研修室 109,000 1,083 99 9.1% 

第２研修室 35,800 1,083 70 6.5% 

第３研修室 42,400 1,083 95 8.8% 

第４研修室 79,100 1,083 99 9.1% 

第５研修室 18,400 1,083 34 3.1% 

第６研修室 58,525 1,083 114 10.5% 

和室会議室 25,300 1,083 23 2.1% 

陶芸室 97,900 1,083 109 10.1% 

染色室 4,200 1,083 14 1.3% 

木彫・木工室 66,600 1,083 81 7.5% 

音楽室 48,700 1,083 89 8.2% 

手芸室 15,700 1,083 28 2.6% 

講堂 157,100 1,083 57 5.3% 

視聴覚室 7,200 1,083 39 3.6% 

工作棟 25,300 1,083 28 2.6% 

大体育館 586,600 1,083 426 39.3% 

小体育館 61,350 1,083 94 8.7% 

キャンプ場 54,230 1,451 39 2.7% 

グラウンド 105,900 2,888 510 17.7% 

芝生広場 24,200 2,888 82 2.8% 

テニスコート 522,450 11,552 1,713 14.8% 

合計 3,064,755 53,796 4,249 7.9% 
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２ 令和３年度 

区 分 
使用料収入 

(円) 

稼働件数 

 ａ 

利用件数 

ｂ 

稼働率 

ｂ／ａ＊100 

成人宿泊棟 2,375,850 9,386 1,085 11.6% 

青少年宿泊棟 1,079,500 3,610 257 7.1% 

リーダー棟 163,900 3,610 146 4.0% 

第１研修室 126,400 1,083 122 11.3% 

第２研修室 51,750 1,083 105 9.7% 

第３研修室 51,700 1,083 126 11.6% 

第４研修室 58,300 1,083 106 9.8% 

第５研修室 27,200 1,083 51 4.7% 

第６研修室 63,100 1,083 126 11.6% 

和室会議室 25,050 1,083 24 2.2% 

陶芸室 123,000 1,083 129 11.9% 

染色室 8,000 1,083 27 2.5% 

木彫・木工室 76,300 1,083 93 8.6% 

音楽室 39,400 1,083 69 6.4% 

手芸室 15,100 1,083 27 2.5% 

講堂 390,000 1,083 158 14.6% 

視聴覚室 5,200 1,083 39 3.6% 

工作棟 32,050 1,083 63 5.8% 

大体育館 649,100 1,083 497 45.9% 

小体育館 96,925 1,083 138 12.7% 

キャンプ場 148,380 1,451 167 11.5% 

グラウンド 114,300 2,888 505 17.5% 

芝生広場 34,400 2,888 167 5.8% 

テニスコート 784,800 11,552 2,592 22.4% 

合計 6,539,705 53,796 6,819 12.7% 
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３ 令和４年度 

区 分 
使用料収入 

(円) 

稼働件数 

 ａ 

利用件数 

ｂ 

稼働率 

ｂ／ａ＊100 

成人宿泊棟 4,375,050 9,386 1,930 20.6% 

青少年宿泊棟 3,007,175 3,610 607 16.8% 

リーダー棟 364,100 3,610 324 9.0% 

第１研修室 302,500 1,083 184 17.0% 

第２研修室 71,400 1,083 108 10.0% 

第３研修室 51,600 1,083 106 9.8% 

第４研修室 83,650 1,083 121 11.2% 

第５研修室 47,500 1,083 77 7.1% 

第６研修室 52,300 1,083 93 8.6% 

和室会議室 29,600 1,083 25 2.3% 

陶芸室 157,900 1,083 158 14.6% 

染色室 12,200 1,083 18 1.7% 

木彫・木工室 73,100 1,083 91 8.4% 

音楽室 37,900 1,083 66 6.1% 

手芸室 3,800 1,083 8 0.7% 

講堂 571,050 1,083 167 15.4% 

視聴覚室 61,800 1,083 85 7.8% 

工作棟 116,300 1,083 124 11.4% 

大体育館 681,875 1,083 447 41.3% 

小体育館 93,875 1,083 145 13.4% 

キャンプ場 553,820 1,451 323 22.3% 

グラウンド 127,850 2,888 553 19.1% 

芝生広場 42,800 2,888 200 6.9% 

テニスコート 1,023,400 11,552 3,389 29.3% 

合計 11,942,545 53,796 9,349 17.4% 

 

 

 

 

 



56 

 

12 

【各年度の基準額（指定管理料）】 

 指定管理料の金額については、次の各年度の基準額を上限とする範囲内で提案すること。 

また、年度ごとの基準額を超える提案は、資格審査で失格となるので十分留意すること。 

年度 基準額 

令和６年度 １０２，７０８，０００円 

令和７年度 １０２，７０８，０００円 

令和８年度 １０２，７０８，０００円 

令和９年度 １０２，７０８，０００円 

令和 10 年度 １０２，７０８，０００円 

 

 ※基準額は確定予算ではありません。 

  また、兵庫県議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合等には、県と指定管 

理者が協議の上、指定管理料を変更することがあります。 
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【生活創造情報プラザ関連資料】 
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うれしの生活創造プラザご利用案内（HP より抜粋） 

 

うれしの生活創造プラザでは「芸術・文化」「男女共同参画」「健康・スポーツ」「地域づ

くり」「子育て」「環境・資源」「消費生活」など様々な分野で自主的に活動されている皆さ

まに活動の場を提供しています。 

 

 

１ 利用できる施設および設備 

(1) 生活創造プラザ・・・情報の閲覧・収集、ミーティング、コーディネーターとの相談 

パソコン（インターネット接続）・プリンター・スキャナー・ミ 

ーティングテーブル・グループ情報伝言板など 

 

 (2)活 動 ル ー ム・・・グループでの活動や打ち合わせ 

印刷機・丁合機・紙折り機・グループロッカー 

ミーティングテーブル 

 

２ 利用できる時間 

(1) 生活創造プラザ  ９：００～１７：００   

(2) 活 動 ル ー ム   ９：００～２１：００ 

  

 

３ 利用方法及び注意事項   

(1) 生活創造プラザ 

生活創造プラザは自由に利用していただけます。 

パソコンを利用される場合は、備え付けの使用簿に記入してください。 

 

(2) 活動ルーム 

利用は、登録グループに限ります。 

センターからのお知らせ、催し等が、随時各登録グループのメールボックスに配布 

されます。 

利用の場合は、事前にうれしの生活創造プラザまで申し込んでください。受付順と 

します。 

申込みは利用しようとする日より 2ヶ月前からとなります。（受付は１７：００ま 

で）1回の申込みにつき 2回分のご予約ができます。 

事務用品・印刷用紙等は、各グループで用意してください。 

登録グループは、グループロッカーに資料や事務用品を保管することができます。 

鍵はかかりませんので、よく注意して下さい。 

各グループからのお知らせ・ミニコミ誌などを他のグループのメールボックスに 

配布し、グループ間での交流を図ってください。 

 

４ 報告書の提出 

グループの１年間の活動内容を、毎年４月に「登録グループ活動報告書」によりセン

ターへ報告してください。 

 

５ 登録の取消し 

次の場合、登録を取り消します。 

(1) グループの解散など登録を取り消したい場合（「登録グループ取消届」を提出してく 

ださい。） 
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(2) １年間プラザの利用がない場合や、活動報告書の提出がない場合 

(3) 活動内容が以下の登録用件を満たさなくなった場合 

①主たる活動場所が北播磨地域であること 

②「芸術・文化」「健康・スポーツ」「地域づくり」「子育て」などの分野で、生活 

創造活動に主体的かつ継続的に取り組んでいること 

③政治的活動、宗教的活動、営利目的及びそれに類する活動を行うなど、センター 

の設置目的になじまない活動をしていないこと 

④センター業務に支障のある活動や利用者に迷惑を及ぼす活動をしていないこと 

⑤グループ会員数が３名以上であること 

⑥グループ活動をとおして社会貢献を行っているなど、活動で得た成果を広く県 

民に還元している、または将来的に還元する予定があること 

⑦施設や設備の利用以外に、活動を行う上で「うれしの生活創造プラザ」に登録す 

る明確な目的を有していること 

 

６ 変更 

  グループの代表者、連絡先等登録内容に変更が生じた場合、速やかにセンターへ連絡し

てください。 

 

 

７ その他 

・利用後は、整理整頓し、机や椅子、機器類などを元の位置に戻してください。 

・施設・設備等を破損した場合は、弁償していただくことがあります。 
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【うれしの台ユースセミナー実施要領等】 
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